
 

令和２年度事業報告書 

≪概要≫ 

内閣府の３月の月例経済報告(令和３年３月２３日)によると、総論では、「景気は、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により、依然として厳しい状況にあるなか、持ち直しの動きが続いているものの、

一部に弱さがみられる。」とあり、各論では、「個人消費は、このところ弱含んでいる。設備投資は、

このところ持ち直しの動きがみられる。輸出は、このところ増勢が鈍化している。生産は、持ち直して

いる。企業収益は、感染症の影響により、非製造業では弱さがみられるものの、総じてみれば持ち

直している。全体的な企業の業況判断は、厳しさは残るものの、持ち直しの動きがみられる。雇用

情勢は、感染症の影響により、弱い動きとなっているなかで、雇用者数等の動きに底堅さもみられ

る。消費者物価は、横ばいとなっている。」とされ、「先行きについては、感染拡大の防止策を講じ

つつ、社会経済活動のレベルを引き上げていくなかで、各種政策の効果や海外経済の改善もあっ

て、持ち直していくことが期待される。ただし、感染の動向が内外経済に与える影響に十分注意す

る必要がある。また、金融資本市場の変動等の影響を注視する必要がある。」とされています。 

このような経済状況の中、雇用環境については、令和３年１月の全国有効求人倍率は1.1倍と1

倍を上回っているものの、前年の1.60倍を0.5ポイント下回っており、佐賀県においても1.22倍から

1.07倍へと0.16ポイント下回っています。 

当センターにおいては、会員数が年々微減の傾向にあり、令和３年３月末には222人となってお

り会員数の確保は喫緊の課題となっています。 

契約については、新型コロナ感染症拡大等の影響を受け、前年度に比較して契約件数、契約

金額とも減少し、件数で 74件、金額で約 1,200万円の減となり前年を大きく下回る結果となってい

ます。 

そのような中で、令和２年には、設立３０周年という記念すべき節目を迎えることができました。 

設立３０周年を契機として、シルバー人材センターの基本理念である「自主・自立・共働・共助」を再

認識し、地域の皆さまに信頼されるシルバー人材センターとして、今後ともセンターの経営に当たっ

ては、長期計画を指針とし、会員確保・就業機会確保に努めながらセンターの運営を進めていく必

要があります。 

 

≪具体的事業≫ 

 次の事業を実施しました。 

   

事業の区分 事業の内容 

公益目的事業 
高年齢者の臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業、

及びその他の社会参加活動を推進する事業 

 

事業の概要について 

本事業は、佐賀労働局、佐賀県、鹿島市との連携のもと、高年齢者の臨時的かつ短期的な就業

又はその他の軽易な業務に係る就業、及びその他の社会参加活動を推進することにより、高年齢

者の生きがいの充実と福祉の増進を図るとともに、活力ある地域社会づくりに寄与する事業であり、

次の４つの事業で構成しています。 

 

１．雇用によらない臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業機会の提供 

２．雇用による臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業機会の提供 

３．臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業に必要な知識及び技能を付与

するための講習 



 

４．上記１～３の事業を推進するための諸活動、及びその他の社会参加活動を推進するための諸

活動 

 

 上記の４つの事業は、いずれも高年齢者の臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務

に係る就業、及びその他の社会参加活動を推進することにより、高年齢者の生きがいの充実と福

祉の増進を図るとともに、活力ある地域社会づくりに寄与することを目的としており、各事業が連携

し相互に補完し合うことが、本事業を効果的に進める上で重要であるため、公益目的事業としてい

ます。 

以下、事業ごとに説明します。 

 

１．雇用によらない臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業機会の提供 

（１）受託事業 

【内容】 

イ）高年齢者の生きがいの充実と福祉の増進を図るとともに、活力ある地域社会づくりに寄与す

るため、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和４６年法律第６８号）第３８条第１項

第１号の規定に基づき、地域社会の日常生活に密着した仕事を、家庭、民間事業所、官公

庁等から有償で引き受け、これを高年齢者に対して、その能力、希望等に応じて請負又は

委任という形式により提供し、仕事の内容と実績に応じて報酬（配分金）を支払いました。 

センターは発注者に対して適切に仕事を完成させました。（受託事業） 

この受託事業における、高年齢者の働き方は、生計の維持を目的とした本格的な就業で 

はなく、任意的な就業であり、連続的又は断続的な、概ね月に１０日程度の就業となりま

す。 

  就業機会の提供に当たっては、地域から発注された仕事の情報を可能な限り会員に周知

し、その上で的確な高年齢者に就業機会を提供するなど、高年齢者の希望、能力等に応じ

て公平に就業機会の提供を行うとともに、できるだけ多くの高年齢者が就業機会を得られる

よう、グループ就業やローテーション就業などを進め、仕事の分かち合いに適切に配慮しま

した。 

ロ）以上に係る一連の業務及び事務処理としては、仕事の受注、見積り・契約から就業の提

供、契約の履行状況の確認・契約金の受領、配分金の支払い等を行いました。 

 

《令和２年度の実績》 

  就業延人員 15,187人日、契約件数 2,133件、契約金額 90,930千円 

主な就業分野 ： 一般作業群（草刈、除草、農作業等） 技能群（樹木剪定等） 管理群（施設

管理等） サービス群（家事援助サービス等） 事務整理群（筆耕等） 

 

（２）独自事業 

【内容】 

地域から有償で仕事を受託するだけでなく、高齢者の就業機会を広げるため、高齢者が独自

の創意と工夫により企画し、臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業を創

出する事業を行いました。 

剪定枝葉をチップ化して発酵堆肥化したものを地域農家、家庭菜園の作り手などに販売する

事業で、センターの会員の就業時に出る剪定屑だけでなく、一般家庭からの剪定屑も引き取りチ

ップ化し発酵させて堆肥化し、｢剪定枝葉チップ｣として販売しました。 

 



 

《令和２年度の実績》 

剪定屑持込み（8,700円）3台、袋売り(338,600円)1,693袋、バケット売り(101,500円)203杯 

薪(60,000円)15個 

販売額計  508,800円 

 

【事業の対象】 

 正会員 

 

【事業実施のための財源】 

 イ)受託事業収入 

 ロ)会費収入 

 ハ)国、市からの補助金 

  ・厚生労働大臣から、上記事業実施のために、高年齢者就業機会確保事業費等補助金として

補助 

  ・鹿島市長から、上記事業実施のために、鹿島市高年齢者就業機会確保事業費等補助金とし

て補助 

 

２.雇用による臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業機会の提供 

【内容】 

 高年齢者の生きがいの充実と福祉の増進を図るとともに。活力ある地域社会づくりに寄与する

ため、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第３８条第１項第２号の規定に基づき、以下の

(1)及び（２）の事業により、雇用による臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る

就業機会の提供をしました。 

 

（１）有料の職業紹介事業 

臨時的かつ短期的な仕事又はその他の軽易な業務に係る仕事の求人を受け付け、これをそ

のような仕事を希望する高年齢者に有料で紹介するものです。この事業は、高齢者等の雇用の

安定等に関する法律および職業安定法に基づき、公益社団法人佐賀県シルバー人材センター

連合会（以下「連合会」という｡）が佐賀労働局に届け出て事業を行います。 

当センターは連合会と本事業実施に関する協定の締結を行い、実施事務所を設置し連合会と

の連携により行います。 

 

（２）労働者派遣事業 

臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業の範囲内において、派遣労働

を希望し、センターの派遣会員に登録した者が、センターと雇用契約を結び企業等からの派遣

依頼を受け、当該会員を派遣する事業です。 

本事業は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関

する法律第２条第４号に規定する労働者派遣事業になります。 

なお、本事業は、当センターと公益社団法人佐賀県シルバー人材センター連合会が連携して

行うものです。 

 

《令和２年度の実績》 

(1)有料の職業紹介事業 ： 実績なし 

(2)労働者派遣事業    ： ８事業所 



 

【事業の対象】 

 (1)有料の職業紹介事業   一般高年齢者、正会員、発注者 

 (2)労働者派遣業        派遣労働を希望する正会員 

 

【事業実施のための財源】 

イ)事業の手数料等収入(労働者派遣事業に係る労働者派遣事業受託収益) 

ロ)会費収入 

ハ)国、市からの補助金 

  ・厚生労働大臣から、上記事業実施のために、高年齢者就業機会確保事業費等補助金として

補助 

  ・鹿島市長から、上記事業実施のために、鹿島市高年齢者就業機会確保事業費等補助金とし

て補助 
 

３.臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業に必要な知識及び技能を付与

するための講習 

【内容】 

地域に高年齢者の臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業に適した

仕事が存在していても、それを行うために必要な能力が高年齢者の有する技能、経験によりカバ

ーされないものであった場合には、実際の就業には結びつきません。 

このため、就業上必要な技能、知識を就業意欲のある高年齢者に付与することにより、実際の

就業に結びつけるとともにより広い就業分野での仕事の確保と提供を行って、高年齢者の生きが

いの充実と福祉の向上を図り、活力ある地域社会づくりに寄与することをめざしました。 

 

《令和２年度の実績》 

刃物研ぎ講習会 1回 参加者７人、 襖・障子・網戸張講習会 ２回 参加者延べ人１４名 

 

【事業の対象】 

  正会員･鹿島市民 

 

【事業実施のための財源】 

イ)受託事業収入 

ロ)会費収入 

ハ)国、市からの補助金 

  ・厚生労働大臣から、上記事業実施のために、高年齢者就業機会確保事業費等補助金として

補助 

  ・鹿島市長から、上記事業実施のために、鹿島市高年齢者就業機会確保事業費等補助金とし

て補助 
 

４．上記１～３の事業を推進するための諸活動、及びその他の社会参加活動を推進するための諸

活動 

【内容】 

高年齢者の生きがいの充実と福祉の向上を図るとともに、活力ある地域社会づくりに寄与する

ため、上記１～３の事業を推進するための諸活動、及びその他の社会参加活動を推進するため

の諸活動を行いました。 

 



 

（１）安全・適正就業推進事業 

高年齢者が自らの健康の維持と安全の確保を図りながら、センターから提供された仕事を安

全かつ適正に遂行できるよう、安全意識の高揚と啓発活動を行いました。例を挙げると、安全・適

正就業委員会の開催、安全就業パトロールの実施とその結果の検討、安全就業大会への参加

等があります。 

 

《令和２年度の実績》 

イ）安全・適正就業委員会（１回） 

   会員の就業における安全確保のための対策を検討するため、会員の中から安全・適正就業

委員（８人）を選任し、委員会を開催して安全確保のための方策を検討しました。 

    

議事：安全パトロールの実施について 

会員の就業などに関する安全対策について 

安全対策についての意見・検討 

 

ロ）安全パトロール（１回） 

事故率の高い剪定・除草作業の現場を安全・適正就業委員が巡回し、安全に対する処置、身

なり等の点検、注意喚起を行いました。 

    

剪定現場 ３ヶ所  除草現場 １ヶ所 

 

ハ）佐賀県安全就業促進大会（１回） 

公益社団法人佐賀県シルバー人材センター連合会が開催する安全就業大会に役員や委員

が参加し、他シルバーや民間企業の安全対策の最新状況を勉強しました。 

  

    令和２年度参加者数   ６ 人 

 

（２）普及啓発事業 

本事業への信頼と理解が得られるよう、一般市民、事業所、官公庁に対し、本事業の意義と基

本的な理念及び仕組み等を周知するとともに、高年齢者自身の本事業に対する意識啓発を行

いました。また設立３０周年を迎え、設立３０周年記念誌を発行しました。 

 

イ)広報部会の開催 

   会員の中から選任された６人の委員が部会を開催して、PRチラシなどを配布する街頭キャン

ペーンを段取りし、他の会員と共に実施する予定でしたが、新型コロナ感染症対策のため中止と

しております。 

 

ロ）鹿島市の行政広報紙への掲載とセンター「ホームページの更新」 

   高年齢者の入会促進や就業機会の拡大を図るため、これらを活用してシルバー事業の PRに

努めました。 

 

ハ）佐賀県連合会主催「いきいきフェアさが」でのパネル展示を行いました。 

街頭キャンペーン活動などイベントと街頭（市内主要店舗の店頭）でチラシなどを配布してシルバ

ー事業を実施する予定でしたが、新型コロナ感染症対策のため中止としております。 



 

ニ)入会説明会の実施 

  毎月第３木曜日、６０歳以上の高年齢者に詳細で丁寧な説明会を実施して会員の獲得と事

業の周知に努めました。 

  また、希望者が随時入会もできるよう、その場でシルバー事業を説明し、理解してもらうように

しました。 

 

ホ)春と秋の奉仕活動 

公共公園施設の樹木剪定・清掃・美化など地域貢献事業として実施し、あわせてケーブルテ

レビ等の取材を受けシルバー事業を PR実施する予定でしたが、新型コロナ感染症対策のため

中止としております。 

 

へ）行政への要望活動 

公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会総会で決議される内容を基本に、「シルバ

ー事業支援」について、鹿島市長と鹿島市議会議長に理解と協力をお願いしました。 

 

《令和２年度の実績》 

  設立３０周年記念誌 「広報誌シルバーかしま」の発行 

広報部会開催 1回 

ホームページの更新・運営 

入会説明（相談）会 毎月１回及び随時 

春秋の奉仕活動 ２回実施する予定でしたが、新型コロナ感染症対策のため中止。 

 

鹿島市広報紙「広報かしま」毎月掲載 

街頭キャンペーン 市内大型店舗前 ５ケ所で実施する予定でしたが、新型コロナ感染症対策の

ため中止。 

イベント参加    いきいきフェアさが(パネル展示)  

鹿島市への要望活動    １０月 

ミニコミ誌への広告掲載   ４月・１０月 

 

（３）就業開拓提供事業 

センターはただ受動的に発注を待つのではなく、広く地域住民に対して、シルバー事業の趣

旨、目的、仕組み等を周知し、地域に潜在する就業機会と受注の拡大を図るため、会員の中か

ら選任した事業開拓委員（８人）による事業開拓部会を開催し、就業機会の拡大について検討を

行いました。 

 

《令和２年度の実績》 

  事業開拓部会 

   実施回数１回 

   議事：しめ縄づくり（注文、製作、販売など）について 

 

（４）地域の高年齢者等を対象とした技能講習 

高年齢者を中心に、多様な労働力需要に応えていくため、公益社団法人佐賀県シルバー人

材センター連合会との連携により、雇用を前提とした技能講習や合同面接会等を行うことにより、

高年齢者に対して雇用、就業の支援を行いました。 



 

《令和２年度の実績》 

介護補助養成講習         １名 

福祉車両送迎運転者講習      １名  

パソコン講習             １名 

 

【事業の対象】 

（１）安全・適正就業推進事業：正会員 

（２）普及啓発事業：一般市民、正会員、事業所、官公庁 

（３）就業開拓提供事業：一般市民、事業所 

（４）地域の高年齢者等を対象とした技能講習：一般市民、正会員 

 

【事業実施のための財源】 

イ)受託事業収入 

ロ)会費収入 

ハ)国、市からの補助金 

  ・厚生労働大臣から、上記事業実施のために、高年齢者就業機会確保事業費等補助金として

補助 

  ・鹿島市長から、上記事業実施のために、鹿島市高年齢者就業機会確保事業費等補助金とし

て補助 

 

【事業に必要となる建物等の主な資産】 

イ）流動資産 

ロ）車両運搬具及び什器備品等の固定資産 

ハ）事務所及び作業所(市から賃借) 

ニ）車輛運搬具及び事務機器(リース物件) 


